
 

（様式６） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

 

処分基準（不利益処分関係） 

資料番号 １３－１ 担当課 子育て支援課 

法令名 児童扶養手当法 
根拠

条項 
13の２ 

不利益処分の

種類 
支給の制限 

○児童扶養手当法（昭和三十六年十一月二十九日法律第二百三十八号） 

第十三条の二 手当は、母又は養育者に対する手当にあつては児童が第一号、第二号又は第四号 

のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第一号、第三号又は第四号のい 

ずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は一 

部を支給しない。 

一 父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。ただし、そ 

の全額につきその支給が停止されているときを除く。 

二 父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。 

三 母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。 

四 父又は母の死亡について労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）の規定による遺族補 

償その他政令で定める法令によるこれに相当する給付（以下この条において「遺族補償等」 

という。）を受けることができる場合であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から 

六年を経過していないとき。 

２ 手当は、受給資格者が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、政令で定めるところに 

より、その全部又は一部を支給しない。 

一 国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）附則第三十二条第一項 

の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条による改正前の国民年金法に基づ 

く老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきそ 

の支給が停止されているときを除く。 

二 遺族補償等（父又は母の死亡について支給されるものに限る。）を受けることができる場合 

であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から六年を経過していないとき。 

 

〇 児童扶養手当法施行令（昭和三十六年十二月七日政令第四百五号） 

（法第十三条の二第一項の規定による手当の支給の制限） 

第六条の三 法第十三条の二第一項の規定による母又は養育者（以下この項において「母等」と 

いう。）に対する手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者（法第六 

条第一項に規定する受給資格者をいう。次条第一項において同じ。）の区分に応じ、公的年金給 

付等合算額（法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額、同項第二号に規定す 

る公的年金給付（同号に規定する加算に係る部分に限る。）の額及び同項第四号に規定する遺族 

補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。）が当該各号に定める額未満で 

あるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額 

が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合 

算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。 

一 法第九条第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる母等（法第十条 

又は第十一条の規定の適用を受ける母等を除く。） 手当（法第九条第一項の規定の適用によ 

りその一部を支給しないこととされる部分を除く。）の額 

二 法第九条第一項又は第九条の二から第十一条までの規定の適用を受ける母等以外の母等 



手当の額 

２ 前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によつて計算する。 

一 法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その 

加算された後の額による。 

二 次のイからヲまでに掲げる規定によりその支給が停止された当該イからヲまでに定める給 

付については、厚生労働省令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止さ 

れていないものとみなす。 

イ 船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）附則第五条第四項 同項に規定する障害年金 

ロ 船員保険法附則第五条第四項 同項に規定する遺族年金 

ハ 労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）第五十九条第三項 同項に規定す 

る障害補償年金 

ニ 労働者災害補償保険法第六十条第三項 同項に規定する遺族補償年金 

ホ 労働者災害補償保険法第六十二条第三項において準用する同法第五十九条第三項 同項 

に規定する障害年金 

ヘ 労働者災害補償保険法第六十三条第三項において準用する同法第六十条第三項 同項に 

規定する遺族年金 

ト 国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百九十一号）附則第十項 同項に規定する 

障害補償年金 

チ 国家公務員災害補償法附則第十四項 同項に規定する遺族補償年金 

リ 地方公務員災害補償法（昭和四十二年法律第百二十一号）附則第五条の三第三項 同項 

に規定する障害補償年金 

ヌ 地方公務員災害補償法附則第六条第三項 同項に規定する遺族補償年金 

ル 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令（昭 

和三十二年政令第二百八十三号）附則第一条の三第五項 同項に規定する障害補償年金 

ヲ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則 

第二条第四項において準用する同令附則第一条の三第五項 同項に規定する遺族補償年金 

三 法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額又は同項第二号に規定する公的 

年金給付（同号に規定する加算に係る部分に限る。）の額が年を単位として定められていると 

きは、これらの給付の額を十二で除して得た額（その額に一円未満の端数があるときは、こ 

れを切り捨てて得た額）による。 

四 二人以上の者が共同して法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付又は同項第 

四号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数 

で除して得た額（その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額）による。 

五 法第十三条の二第一項第一号若しくは第二号に規定する公的年金給付又は同項第四号に規 

定する遺族補償等の全額につき支給が停止されている場合におけるこれらの給付の額は、そ 

れぞれ零とする。 

六 法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を七 

十二で除して得た額（その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額）に 

よる。 

七 法第四条に定める要件に該当する児童（以下この号において「支給要件該当児童」という。） 

が複数ある場合における公的年金給付等合算額は、前各号の規定によるほか、次のイからハ 

までの規定によつて計算する。 

イ 公的年金給付等合算額は、全ての支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額を合 

算して計算する。 

ロ イに規定する児童別公的年金給付等合算額は、支給要件該当児童ごとの法第十三条の二 

第一項第一号に規定する公的年金給付の額、同項第二号に規定する公的年金給付（同号に 



規定する加算に係る部分に限る。）の額及び同項第四号に規定する遺族補償等の額を合算し 

て計算する。 

ハ 次の（１）又は（２）に掲げる支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額につい 

ては、ロの規定にかかわらず、それぞれ（１）又は（２）に定める額を上限とする。 

（１） 第一順位児童（支給要件該当児童のうちロの規定によつて計算した児童別公的年金 

給付等合算額が最も低い額である者（二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人） 

をいう。（２）において同じ。）以外の支給要件該当児童のうちロの規定によつて計算 

した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者（二人以上ある場合にあつて 

は、そのうちの一人。（２）において「第二順位児童」という。） 五千円 

（２） 第一順位児童及び第二順位児童以外の支給要件該当児童 三千円 

八 前各号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるもの 

とし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。 

３ 法第十三条の二第一項の規定による父に対する支給の制限については、前二項の規定を準用 

する。この場合において、第一項中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、同項第一号中 

「母等」とあるのは「父」と、「第十条又は第十一条」とあるのは「第十条」と、同項第二号中「第 

九条の二から第十一条まで」とあるのは「第十条」と、「母等」とあるのは「父」と、前項第三号 

中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、同項第五号中「第二号」とあるのは「第三号」 

と、同項第七号ロ中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と読み替えるものとする。 

 

（法第十三条の二第二項の規定による手当の支給の制限） 

第六条の四 法第十三条の二第二項の規定による手当の支給の制限は、月を単位として、次の各 

号に掲げる受給資格者の区分に応じ、公的年金給付等合算額（同項第一号に規定する公的年金 

給付の額及び同項第二号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項にお 

いて同じ。）が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当す 

る部分について、公的年金給付等合算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号 

に定める額について、公的年金給付等合算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部 

について、行うものとする。 

一 法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定により手当の一部を支給しないこととされ 

る受給資格者（法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規 

定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く。） 手当（法第九条 

第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分 

を除く。）の額 

二 法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用によ 

り手当の全部を支給しないこととされる受給資格者及び前号に掲げる受給資格者以外の受給 

資格者 手当の額 

２ 前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によつて計算する。 

一 法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その 

加算された後の額による。 

二 次のイからヲまでに掲げる規定によりその支給が停止された当該イからヲまでに定める給 

付については、厚生労働省令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止さ 

れていないものとみなす。 

イ 船員保険法附則第五条第四項 同項に規定する障害年金 

ロ 船員保険法附則第五条第四項 同項に規定する遺族年金 

ハ 労働者災害補償保険法第五十九条第三項 同項に規定する障害補償年金 

ニ 労働者災害補償保険法第六十条第三項 同項に規定する遺族補償年金 

ホ 労働者災害補償保険法第六十二条第三項において準用する同法第五十九条第三項 同項 



に規定する障害年金 

ヘ 労働者災害補償保険法第六十三条第三項において準用する同法第六十条第三項 同項に 

規定する遺族年金 

ト 国家公務員災害補償法附則第十項 同項に規定する障害補償年金 

チ 国家公務員災害補償法附則第十四項 同項に規定する遺族補償年金 

リ 地方公務員災害補償法附則第五条の三第三項 同項に規定する障害補償年金 

ヌ 地方公務員災害補償法附則第六条第三項 同項に規定する遺族補償年金 

ル 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則 

第一条の三第五項 同項に規定する障害補償年金 

ヲ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則 

第二条第四項において準用する同令附則第一条の三第五項 同項に規定する遺族補償年金 

三 法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付の額が年を単位として定められてい 

るときは、当該公的年金給付の額を十二で除して得た額（その額に一円未満の端数があると 

きは、これを切り捨てて得た額）による。 

四 二人以上の者が共同して法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付又は同項第 

二号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数 

で除して得た額（その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額）による。 

五 法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付又は同項第二号に規定する遺族補償 

等の全額につき支給が停止されている場合におけるこれらの給付の額は、それぞれ零とする。 

六 法第十三条の二第二項第二号に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を七 

十二で除して得た額（その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額）に 

よる。 

七 前各号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるもの 

とし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。 

 

○児童扶養手当法施行規則（昭和三十六年十二月七日号外厚生省令第五十一号） 

（令第六条の三第二項第二号及び第六条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める額） 

第二十四条の四 令第六条の三第二項第二号及び第六条の四第二項第二号の厚生労働省令で定め 

る額は、次の表の上欄に掲げる規定によりその支給を停止された同表の中欄に掲げる給付につ 

いて、当該給付の全額とする。ただし、同表の下欄に掲げる一時金が支給されたときは、その 

支給された月後最初の同表の中欄に掲げる給付の支払期月から一年を経過した月以後について 

は、同表の中欄に掲げる給付の額を、百分の五にその経過した年数（当該年数に一年未満の端 

数を生じたときは、これを切り捨てた年数）を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額と 

する。 

船員保険法（昭和十四年法律 

第七十三号）附則第五条第四 

項 

同項に規定する障害年金 同項に規定する障害前払一時 

金 

船員保険法附則第五条第四項 同項に規定する遺族年金 同項に規定する遺族前払一時 

金 

労働者災害補償保険法（昭和 

二十二年法律第五十号）附則 

第五十九条第三項 

同項に規定する障害補償年金 同項に規定する障害補償年金 

前払一時金 

労働者災害補償保険法附則第 

六十条第三項 

同項に規定する遺族補償年金 同項に規定する遺族補償年金 

前払一時金 

国家公務員災害補償法（昭和 

二十六年法律第百九十一号） 

同項に規定する障害補償年金 同項に規定する障害補償年金 

前払一時金 
 



附則第十項   

国家公務員災害補償法附則第 

十四項 

同項に規定する遺族補償年金 同項に規定する遺族補償年金 

前払一時金 

地方公務員災害補償法（昭和 

四十二年法律第百二十一号） 

附則第五条の三第三項 

同項に規定する障害補償年金 同項に規定する障害補償年金 

前払一時金 

地方公務員災害補償法附則第 

六条第三項 

同項に規定する遺族補償年金 同項に規定する遺族補償年金 

前払一時金 

公立学校の学校医、学校歯科 

医及び学校薬剤師の公務災害 

補償の基準を定める政令（昭 

和三十二年政令第二百八十三 

号）附則第一条の三第五項 

同項に規定する障害補償年金 同項に規定する障害補償年金 

前払一時金 

公立学校の学校医、学校歯科 

医及び学校薬剤師の公務災害 

補償の基準を定める政令附則 

第二条第四項において準用す 

る同令附則第一条の三第五項 

同項に規定する遺族補償年金 同項に規定する遺族補償年金 

前払一時金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


